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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)

【公開番号】特開2020-9179(P2020-9179A)
【公開日】令和2年1月16日(2020.1.16)
【年通号数】公開・登録公報2020-002
【出願番号】特願2018-130005(P2018-130005)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  11/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   7/00     (2017.01)
   Ｇ０８Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  21/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｆ
   Ｂ６０Ｒ   11/04     　　　　
   Ｇ０６Ｔ    7/00     ６６０Ａ
   Ｇ０６Ｔ    7/00     ６５０Ｂ
   Ｇ０８Ｂ   21/00     　　　Ｕ
   Ｇ０８Ｂ   21/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月12日(2020.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される異常判定装置（２）であって、
　前記車両の運転席を含む範囲を撮像するカメラ（１）から取得した撮像画像において人
を識別するように構成された識別部（Ｓ１０１，Ｓ２０１）と、
　前記識別部による識別結果に基づいて、前記車両のステアリングを操作可能な範囲とし
て設定される操作可能範囲に人が２人以上存在するか否かを判定するように構成された人
判定部（Ｓ１０６，Ｓ２０３）と、
　前記人判定部により前記操作可能範囲に人が２人以上存在すると判定された場合、前記
車両のドライバが異常な状態であることを想定した異常処理を実行する異常処理部（Ｓ１
０７，Ｓ１１０，Ｓ２０９，Ｓ２１２）と、
　を備える、異常判定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の異常判定装置であって、
　顔判定部（Ｓ１０２）を更に備え、
　前記識別部は、前記撮像画像において人の顔を認識するように構成され、
　前記顔判定部は、前記識別部による認識結果に基づいて、前記操作可能範囲に前記ドラ
イバ以外の人が存在するか否かを判定するように構成され、
　前記異常処理部は、前記顔判定部により前記操作可能範囲に前記ドライバ以外の人が存
在すると判定された場合、前記異常処理を実行する、異常判定装置。
【請求項３】
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　車両に搭載される異常判定装置（２）であって、
　前記車両の運転席を含む範囲を撮像するカメラ（１）から取得した撮像画像において人
を識別するように構成された識別部（Ｓ１０１，Ｓ２０１）と、
　前記識別部による識別結果に基づいて、前記車両のステアリングを操作可能な範囲とし
て設定される操作可能範囲に前記車両のドライバ以外の人である前記車両の乗客が存在す
るか否かを判定するように構成された人判定部（Ｓ１０６，Ｓ２０３）と、
　前記人判定部により前記操作可能範囲に前記乗客が存在すると判定された場合、前記車
両のドライバが異常な状態であることを想定した異常処理を実行する異常処理部（Ｓ１０
７，Ｓ１１０，Ｓ２０９，Ｓ２１２）と、
　を備える、異常判定装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の異常判定装置であって、
　前記識別部は、前記撮像画像において人の顔を認識するように構成され、
　前記人判定部は、前記識別部による認識結果に基づいて、前記操作可能範囲に前記乗客
が存在するか否かを判定する、異常判定装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の異常判定装置であって、
　前記人判定部は、前記識別部による識別結果に基づいて、前記操作可能範囲に人が２人
以上存在するか否かを判定し、人が２人以上存在する場合、前記操作可能範囲に前記乗客
が存在すると判定する、異常判定装置。
【請求項６】
　請求項１又は請求項５に記載の異常判定装置であって、
　前記異常処理部は、前記操作可能範囲から人が消失した位置である消失位置と、前記操
作可能範囲に人が出現した位置である出現位置と、に基づいて、前記異常処理を実行する
ように構成されている、異常判定装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の異常判定装置であって、
　前記識別部による識別結果に基づいて、前記操作可能範囲に人が存在するか否かを判定
するように構成された存在判定部（Ｓ２０２）を更に備え、
　前記消失位置及び前記出現位置のそれぞれは、前記運転席を基準とした左右２つの位置
のいずれかに分類され、
　前記異常処理部は、前記存在判定部により前記操作可能範囲に人が存在しないと判定さ
れた後、前記操作可能範囲に人が出現した場合、前記出現位置と直前の前記消失位置とが
異なるとき前記異常処理を実行し、前記出現位置と直前の前記消失位置とが同じとき前記
異常処理を実行しない、異常判定装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の異常判定装置であって、
　前記異常処理部は、前記存在判定部により前記操作可能範囲に人が存在しないと判定さ
れた後、前記操作可能範囲に人が出現していない状態が所定時間以上継続した場合、前記
異常処理を実行する、異常判定装置。
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